
 

一 

○
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
が
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

現 
 

 

行 

（
誇
大
広
告
等
の
禁
止
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
貸
金
業
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
広
告

又
は
勧
誘
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
又
は
説
明
を
し
て
は

な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

公
的
な
年
金
、
手
当
等
の
受
給
者
の
借
入
意
欲
を
そ
そ
る
よ
う
な
表
示

又
は
説
明 

五 

貸
付
け
の
利
率
以
外
の
利
率
を
貸
付
け
の
利
率
と
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な

表
示
又
は
説
明 

３ 

（
略
） 

 

（
公
的
給
付
に
係
る
預
金
通
帳
等
の
保
管
等
の
制
限
） 

第
二
十
条
の
二 

貸
金
業
を
営
む
者
は
、
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
公
的
給

付
（
法
令
（
条
例
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
そ
の
給
付
に
要
す
る
費
用
又
は
そ
の
給
付
の
事
業
に
関
す
る
事
務

に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
給
付
（
給
与
そ
の
他
対
価
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ

（
誇
大
広
告
等
の
禁
止
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

  

一
～
三 

（
略
） 

  

四 

（
同
上
） 

 

３ 

（
略
） 

  

（
新
設
） 

    



  

二 

て
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の

受
給
権
者
で
あ
る
債
務
者
等
又
は
債
務
者
等
の
親
族
そ
の
他
の
者
の
預
金
又

は
貯
金
の
口
座
に
払
い
込
ま
れ
た
場
合
に
当
該
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
に
係

る
資
金
か
ら
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
そ
の
者
の
預
金
通
帳
等
（
当
該
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
口
座

に
係
る
通
帳
若
し
く
は
引
出
用
の
カ
ー
ド
若
し
く
は
当
該
預
金
若
し
く
は
貯

金
の
引
出
し
若
し
く
は
払
込
み
に
必
要
な
情
報
そ
の
他
当
該
預
金
若
し
く
は

貯
金
の
引
出
し
若
し
く
は
払
込
み
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
又
は
年
金
証
書
そ
の
他
そ
の
者
が
公
的
給
付
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
も
の
を
い
う
。
）
の
引
渡
し
若
し
く
は
提
供
を

求
め
、
又
は
こ
れ
ら
を
保
管
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
債
権
譲
渡
等
の
規
制
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二

条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
貸
金

業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け

る
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
及
び
前
項
中
「
貸
金
業
者
は
」

             

（
債
権
譲
渡
等
の
規
制
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二

条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
貸
金

業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け

る
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
及
び
前
項
中
「
貸
金
業
者
は
」



 

三 

と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受

け
た
者
は
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け

に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
債
権
の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る

契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額

及
び
譲
り
受
け
た
債
権
の
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係

る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
「
保
証
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保

証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き

又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受

け
た
者
は
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け

に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
債
権
の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る

契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額

及
び
譲
り
受
け
た
債
権
の
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係

る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
「
保
証
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保

証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き

又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」



  

四 

と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」

と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受

け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約

を
締
結
し
た
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
債

権
の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
譲
り
受
け
た
債
権

の
額
及
び
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と

あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け

た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け

た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
、
第
二
十
条
の
二
中
「
貸
金

業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ

く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ

く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸

金
業
を
営
む
者
又
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
譲
り
受
け
た

債
権
に
係
る
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

債
権
を
譲
り
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の

は
「
、
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」
と
、
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け

と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」

と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受

け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約

を
締
結
し
た
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
債

権
の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
譲
り
受
け
た
債
権

の
額
及
び
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と

あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け

た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け

た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業

を
営
む
者
又
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け

に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
譲
り
受
け
た
債
権

に
係
る
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
権

を
譲
り
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
、

当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号

中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
の

商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
の
譲
受

年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、

同
項
第
四
号
中
「
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
及
び
譲
り
受
け
た
債
権
の
額
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
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た
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
債
権

の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月

日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
及
び
譲
り
受
け
た

債
権
の
額
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け

の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」

と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事

は
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
で
当

該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有

し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前
項
中

「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た

債
権
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
行
使
の
規
制
） 

 

第
二
十
四
条
の
二 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十

二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載

さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
保
証
業
者
が

貸
金
業
者
と
の
間
で
そ
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
し
た
保
証
に
基
づ

権
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」
と
、
第
四
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ

の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
貸
金
業
者

の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
で
当
該
都
道
府
県

の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に

あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前
項
中
「
貸
付
け
に

係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

    

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
行
使
の
規
制
） 

 

第
二
十
四
条
の
二 

（
略
） 

２ 
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十

二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載

さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
保
証
業
者
が

貸
金
業
者
と
の
間
で
そ
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
し
た
保
証
に
基
づ
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く
求
償
権
、
当
該
貸
金
業
者
の
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
若
し
く
は
そ
の
保

証
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は
当
該
弁
済
に
よ
る

代
位
に
係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
第
二
十
四
条
の
六
を
除
き
、

以
下
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二

条
中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し

た
保
証
業
者
は
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結

し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
と

き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

「
そ
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸

付
け
に
係
る
契
約
の
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係

る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と

あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第

三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額

及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け

の
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸

金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に

く
求
償
権
、
当
該
貸
金
業
者
の
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
若
し
く
は
そ
の
保

証
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は
当
該
弁
済
に
よ
る

代
位
に
係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
第
二
十
四
条
の
六
を
除
き
、

以
下
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二

条
中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し

た
保
証
業
者
は
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結

し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
と

き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

「
そ
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸

付
け
に
係
る
契
約
の
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係

る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と

あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第

三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額

及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け

の
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸

金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
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係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又

は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と

き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約

に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項

第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
取

得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契

約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る

貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営

む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者

は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
貸
付
け
の

係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又

は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と

き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約

に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項

第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
取

得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契

約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る

貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営

む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者

は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
貸
付
け
の
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契
約
に
基
づ
く
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」

と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る
貸
付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条

の
二
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等

を
取
得
し
た
保
証
業
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に

基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
二

十
一
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に

基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証

業
者
又
は
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他

の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
業
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契

約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
保
証

業
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保
証

等
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に

係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
貸
付
け

の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等

に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同

条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
業
者

の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
り
、

契
約
に
基
づ
く
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」

と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る
貸
付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
一

条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ

く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者

又
は
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の

者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
業
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約

に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
保
証

業
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保
証

等
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に

係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
貸
付
け

の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等

に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同

条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
業
者

の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
り
、

及
び
「
当
該
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、

保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
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及
び
「
当
該
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、

保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
行
使
の
規
制
） 

第
二
十
四
条
の
三 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十

二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載

さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
貸
金
業
者
の

委
託
を
受
け
て
当
該
貸
金
業
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
を

し
た
者
が
当
該
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は
当
該
弁
済
に
よ
る
代

位
に
係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
第
二
十
四
条
の
六
を
除
き
、
以

下
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
弁
済
を
し
た
者
（
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
係
る
保
証
等
に
係
る
求
償
権

等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
を
除
く
。
以
下
「
受
託
弁
済
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
十
二
条
中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
は
」
と
、

内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

    

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
行
使
の
規
制
） 

第
二
十
四
条
の
三 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十

二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載

さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
貸
金
業
者
の

委
託
を
受
け
て
当
該
貸
金
業
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
を

し
た
者
が
当
該
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は
当
該
弁
済
に
よ
る
代

位
に
係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
第
二
十
四
条
の
六
を
除
き
、
以

下
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
弁
済
を
し
た
者
（
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
係
る
保
証
等
に
係
る
求
償
権

等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
を
除
く
。
以
下
「
受
託
弁
済
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
十
二
条
中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
は
」
と
、
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第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の

債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者

及
び
当
該
受
託
弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年

月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の

契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け

に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
及
び

当
該
受
託
弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は

新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と

き
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結

さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一
項

第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の

債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者

及
び
当
該
受
託
弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年

月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の

契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け

に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
及
び

当
該
受
託
弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は

新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と

き
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結

さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一
項



 

一

一 

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契

約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
及
び
当
該
受
託
弁

済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項

第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償

権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る

の
は
「
受
託
弁
済
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
」
と
あ
る
の
は

「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ

く
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該

貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る
貸
付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償

権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二

中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
は
」
と
、
「
貸
付
け

の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
つ

い
て
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契

約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
及
び
当
該
受
託
弁

済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項

第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償

権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る

の
は
「
受
託
弁
済
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
」
と
あ
る
の
は

「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ

く
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該

貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る
貸
付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償

権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
一
条
中

「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債

権
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
又
は
当
該
受
託
弁
済
者
が
取
得
し
た
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
受
託
弁
済
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債



  

一

二 

貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
受
託

弁
済
者
又
は
当
該
受
託
弁
済
者
が
取
得
し
た
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」

と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
者
そ

の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当

該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を

営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号

中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年

月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の

契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
金
業

を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
者
の
商
号
」
と
、
第
二

十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
当
該
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る

求
償
権
等
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
は
、
受
託
弁
済
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は

事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居

所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
条
第
二

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
者
の

商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
貸
付
け
の

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁

済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、

同
条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁

済
者
の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と

あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
当
該
債
権
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
受
託
弁
済
者
で
当
該
都
道
府
県

の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に

あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

   

３
・
４ 

（
略
） 

 



 

一

三 

（
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
の
規
制
） 

第
二
十
四
条
の
四 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二

条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
保
証

等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ

る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
第
十
七
条

第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
債
務
者
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権

等
を
譲
り
受
け
た
者
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業

者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結

し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保

証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の

取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係

（
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
の
規
制
） 

第
二
十
四
条
の
四 

（
略
） 

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二

条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
保
証

等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ

る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
第
十
七
条

第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
債
務
者
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権

等
を
譲
り
受
け
た
者
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業

者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結

し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保

証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の

取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
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る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け

に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に

係
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た

保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約

を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ

い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求

償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約

を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
当
該
保
証
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
四
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又

は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各

号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸

金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係

る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け

に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に

係
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た

保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約

を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ

い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求

償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約

を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
当
該
保
証
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
四
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又

は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各

号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸

金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
保
証
業
者
及
び
当
該
保
証
等
に
係

る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
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二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受

年
月
日
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等

に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三

号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の

額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付

け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保

証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い

て
、
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る

貸
付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求

償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と

あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け

の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い

て
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証

等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は
貸
金

業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求

償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く

債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
条
第
二

二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受

年
月
日
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等

に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三

号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の

額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付

け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
保

証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い

て
、
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る

貸
付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求

償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は
貸
金

業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る
求

償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く

債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
条
第
二

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
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六 

項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
当
該
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る

貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
貸
付
け
の
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係

る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契

約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保

証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣

総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者

で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前

項
中
「
保
証
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け

た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
の
規
制
） 

 

第
二
十
四
条
の
五 

（
略
） 

貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
貸
付
け
の
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
保
証
等
に
係

る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保
証
等
に
係
る

求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契

約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
保

証
等
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣

総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者

で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前

項
中
「
保
証
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け

た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

    
３
・
４ 

（
略
） 

 

（
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
の
規
制
） 

 

第
二
十
四
条
の
五 
（
略
） 
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２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二

条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
中
「
貸
金
業
者
は
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
第

十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁

済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
受
託
弁
済
者
及
び
当
該
受
託
弁
済

者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁

済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と

２ 

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二

条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
中
「
貸
金
業
者
は
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
第

十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
「
そ
の
相
手
方
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契

約
の
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁

済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
受
託
弁
済
者
及
び
当
該
受
託
弁
済

者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け
の

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁

済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
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あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
受
託
弁
済
者

及
び
当
該
受
託
弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て

い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前

項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約

を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第

一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
受
託
弁
済
者
及
び
当
該
受
託

弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月

日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償

権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付

け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当

該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金

あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
受
託
弁
済
者

及
び
当
該
受
託
弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て

い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前

項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約

を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係

る
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
十
八
条
第

一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
、
受
託
弁
済
者
及
び
当
該
受
託

弁
済
者
に
弁
済
を
委
託
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月

日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償

権
等
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付

け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額
及
び
当

該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付
け
の
金
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額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
」

と
あ
り
、
及
び
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る
貸

付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求

償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る

契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸

付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等

に
つ
い
て
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者

又
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求

償
権
等
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の

契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」

と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中

「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月

日
、
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項

額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
、
」

と
あ
り
、
及
び
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
お
け
る
貸

付
け
の
金
額
、
貸
付
け
の
利
率
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求

償
権
等
の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る

契
約
の
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
又
は
貸

金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁

済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権

等
」
と
、
「
貸
金
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約

に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
契

約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
受
年
月
日
、

当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
取
得
年
月
日
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係

る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
四

号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
の
額

及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
貸
付

け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
第
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第
四
号
中
「
貸
付
け
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等

の
額
及
び
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の

貸
付
け
の
金
額
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
金
業
を
営
む
者
の
商
号
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、

第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該

債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
四
十
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の

登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
受
託
弁
済

に
係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又

は
事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は

居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前
項
中
「
受
託
弁
済
者
」
と
あ
る
の
は
「
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
準
用
） 

第
二
十
四
条
の
六 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む
者
（
貸
金

業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基

づ
く
債
権
を
他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規

定
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡
が
あ

つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む

者
が
保
証
業
者
と
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場

二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
債

権
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
、
第
四
十
二
条

第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
登

録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
受
託
弁
済
に

係
る
求
償
権
等
を
取
得
し
た
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は

事
務
所
（
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居

所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前
項
中
「
受
託
弁
済
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託

弁
済
に
係
る
求
償
権
等
を
譲
り
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

    

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
準
用
） 

第
二
十
四
条
の
六 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む
者
（
貸
金

業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基

づ
く
債
権
を
他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規

定
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡
が
あ

つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む

者
が
保
証
業
者
と
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場



 

二

一 

合
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
保
証
業
者
が
貸
金
業
を
営
む
者
と
の

間
で
そ
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
し
た
保
証
に
基
づ
く
求
償
権
、
当

該
貸
金
業
を
営
む
者
の
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
若
し
く
は
そ
の
保
証
契
約

に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は
当
該
弁
済
に
よ
る
代
位
に

係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の

三
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む
者
が
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の

弁
済
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
貸
金
業

を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基

づ
く
債
務
の
弁
済
を
し
た
者
が
当
該
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は

当
該
弁
済
に
よ
る
代
位
に
係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合

（
保
証
業
者
が
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
係
る
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取

得
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
保

証
業
者
が
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

同
条
第
二
項
の
規
定
は
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に

つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該

貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
を
し
た
者
が
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
（
保
証
業
者
が
取
得
し
た
当
該
貸
付
け
の
契
約
に

係
る
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
受
託
弁
済
に
係

合
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
保
証
業
者
が
貸
金
業
を
営
む
者
と
の

間
で
そ
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
し
た
保
証
に
基
づ
く
求
償
権
、
当

該
貸
金
業
を
営
む
者
の
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
若
し
く
は
そ
の
保
証
契
約

に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は
当
該
弁
済
に
よ
る
代
位
に

係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
証
等
に

係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の

三
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む
者
が
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の

弁
済
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
貸
金
業

を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該
貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基

づ
く
債
務
の
弁
済
を
し
た
者
が
当
該
債
務
の
弁
済
に
係
る
求
償
権
若
し
く
は

当
該
弁
済
に
よ
る
代
位
に
係
る
債
権
又
は
こ
れ
ら
の
保
証
債
権
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合

（
保
証
業
者
が
当
該
貸
付
け
の
契
約
に
係
る
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
取

得
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
保

証
業
者
が
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

同
条
第
二
項
の
規
定
は
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に

つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
は
貸
金
業
を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該

貸
金
業
を
営
む
者
の
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
を
し
た
者
が
受

託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
（
保
証
業
者
が
取
得
し
た
当
該
貸
付
け
の
契
約
に

係
る
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
受
託
弁
済
に
係



  

二
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る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
二
十
四
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
前

段
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
貸
金
業
を
営
む
者
」
と
、
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、

第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
こ
の
項

の
規
定
（
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除

き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七

条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
前

項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ

れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る

前
項
の
規
定
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
十

二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載

さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第

二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第

十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
（
抵

る
求
償
権
等
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
二
十
四
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
前

段
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
貸
金
業
を
営
む
者
」
と
、
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、

第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
こ
の
項

の
規
定
（
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除

き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
六

に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、

第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
前
項
の

規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た

債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

条
及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の

規
定
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二

十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条

の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ

た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条

及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四

条
の
四
第
一
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法



 

二

三 

当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ

い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
か
ら
第

二
十
一
条
ま
で
の
規
定
」
と
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、

第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項

及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当

証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て

準
用
す
る
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第

十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条

の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ

た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
第

十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及

び
こ
の
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に

記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用

す
る
こ
の
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当

証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い

て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
か
ら
第
二

十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
」
と
、

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、

第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条

の
規
定
」
と
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第

二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
十
二

条
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ

れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

条
及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八

条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
（
抵
当
証

券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て

は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十

一
条
の
規
定
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
こ
の
項
の
規
定
（
抵

当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ

い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十

一
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
（
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま

で
、
第
四
十
二
条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、



  

二

四 

前
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま

で
、
第
四
十
二
条
及
び
こ
の
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除

き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
次
条
に
お
い
て

準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
（
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八

条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵

当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ

い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
か
ら
第

二
十
一
条
ま
で
及
び
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
四
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

五
の
二 

第
二
十
条
の
二
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の

五
第
二
項
（
第
二
十
四
条
の
六
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
第

二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
預
金
通
帳
等
の
引
渡
し
若
し
く
は
提
供
を
求
め
、

又
は
こ
れ
ら
を
保
管
し
た
者 

六
～
十
三 

（
略
） 

第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
こ
の
項

の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ

た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条

及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
（
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま

で
、
第
四
十
二
条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
並
び
に
次
条
に
お
い
て

準
用
す
る
前
項
の
規
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術

的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
四
十
八
条 

（
同
上
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

（
新
設
） 

     

六
～
十
三 

（
略
） 



 

二

五 

 
 

  


